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国 土 交 通 省

国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会

中間とりまとめについて

国土交通省では、平成１８年５月に「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注

者責任に関する懇談会」を設置し、直轄事業の建設生産システムに関する実態に基づき、発注

者責任の観点から、建設生産システムのあり方及び諸課題への対応方針について検討を進め

てまいりました。

このたび、３回の懇談会を経て、「中間とりまとめ」が作成されましたのでお知らせいたします。

※作成された資料につきましては、本発表後速やかに、国土技術政策総合研究所のホーム

ページ（http://www.nilim.go.jp/engineer/index.html）に掲載いたします。

また、第４回懇談会を下記の日程で開催しますので、あわせてお知らせいたします。

【日時】 平成１８年９月２９日（金） １３：００～１５：００

【場所】 虎ノ門パストラル 新館４Ｆ ミント

【議題】 ○中間とりまとめの報告

○具体的な取組の実現に向けたロードマップについて

【備考】 懇談会は非公開とします。ただし、冒頭の撮影は可能です。

＜問い合わせ先＞

大臣官房技術調査課 課長補佐 常山 修治

ＴＥＬ ０３（５２５３）８１１１（内線２２３３４）

直通 ０３（５２５３）８２２０

国土技術政策総合研究所 総合技術政策研究センター

建設マネジメント技術研究室 主任研究官 堤 達也

直通 ０２９（８６４）７４７１



国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会

中間とりまとめについて（概要）

Ⅰ．懇談会について

１．委員名簿（敬称略）

（ 委 員 長 ） 小澤 一雅 東京大学大学院工学系研究科 教授

（ 委 員 ） 厚谷 襄児 北海道大学 名誉教授

大森 文彦 東洋大学法学部企業法学科 教授

木戸 健介 ジャーナリスト

佐藤 典子 弁護士

高野 伸栄 北海道大学大学院工学研究科 助教授

福田 昌史 高知工科大学 客員教授

森下 憲樹 国土交通省大臣官房地方課長

前川 秀和 国土交通省大臣官房技術調査課長

関 克己 国土交通省河川局治水課長

木村 昌司 国土交通省道路局国道・防災課長

山縣 宣彦 国土交通省港湾局建設課長

中島 威夫 国土交通省関東地方整備局長

（オブザーバー） 吉田 光市 国土交通省総合政策局建設業課長

鵜沢 哲也 国土交通省総合政策局建設振興課長

（ 事 務 局 ） 国土交通省大臣官房技術調査課

国土交通省国土技術政策総合研究所

国土交通省関東地方整備局

２．開催経緯

第１回 平成１８年 ５月１７日

第２回 平成１８年 ６月 ６日

第３回 平成１８年 ６月２７日



Ⅱ．中間とりまとめ骨子

１．建設生産システムの現状

○これまで国土交通省の業務・工事の大部分において調達方式として採用されてきた指名競

争入札においては、企業にとって、良い仕事をすることがそのまま工事等の競争参加機会

の拡大に繋がるため、必然、企業は請負契約の誠実な遂行や技術開発等に努めることに

なり、結果として質の高い調達が実現されるといった「好循環」が形成されていた。

○指名競争入札から一般競争入札への入札・契約制度の転換と急激な適用範囲の拡大は、

現行の建設生産システムでは対応しきれない様々な問題を引き起こしている。現在の発注

者の体制の面も十分に考慮した上で、これらの環境の変化に適応する建設生産システムの

再構築が急務となっている。

２．発注者責任のあり方と新しい建設生産システムの基本的方向

２－１ 発注者責任のあり方

発注者が果たすべき責任は、次のとおりと考える。

１）国民のニーズにあった社会資本整備に関する責任

２）価格と品質が総合的に優れたものを、タイムリーに調達し継続的に提供する責任

３）発注者と受注者がそれぞれ工事等の品質確保に責任を持つ仕組みを構築・維持する

責任

２－２ 建設生産システムの基本的方向

○発注者責任を果たすための建設生産システムを再構築するためには、発注者が施工等の

各段階を厳重に監視する仕組みとともに、「信賞必罰」によるインセンティブに基づいて企

業自らが品質確保に努める仕組みを構築し、これらの仕組みをバランスよく組み合わせるこ

とで、指名競争入札における「好循環」のような循環システムを構築することを基本的な方

向とすべきである。

○具体的には、大・中・小の循環の仕組み（ ）を構築していく必要がある。別表参照



別表 具体的な検討課題

循環の種類 具体的な検討課題

○施工プロセスを通じた検査への転換

○現場の問題発生に対する迅速な対応

個々の工事等におい ○適切なペナルティの検討

て品質の高い成果が ○人材の育成、技術力の継承小循環

確 実 に 得 ら れ る 仕 組 ○発注者支援の仕組みづくり

み ○設計照査制度の導入等適切な品質管理プロセ

スの確立

○設計技術者資格要件の検討

○多面的で適正な企業・技術者評価の実施

○企業の技術力を重視した格付制度の導入、入札

参加要件の設定

企業の実績や努力が ○総合評価方式の充実

請負者選定に適切に ○下請企業（専門工事業者）を重視した調達中循環

反映される仕組み ○計画・基本設計における技術的検討の重視

○設計と施工の役割分担の見直し

○積算手法の見直し

○支払制度・瑕疵担保の見直し

○総価契約単価合意方式の活用

建 設 生 産 シ ス テ ム 全 ○設計思想等の伝達・共有

体 を 通 じ て 各 段 階 の ○各段階における経験・知見の環流

経験が着実に次の段 ○大循環を支える仕組み

階 へ 引 き 継 が れ 、 か ○建設生産システム全体に係るＰＤＣＡサイクルの大循環

つ上流段階に環流 さ 構築

れる仕組み ○人材の育成、技術力の継承

○技術開発の促進


